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政
令
第

号

農
業
改
良
助
長
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
中
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
十
七
年
四
月
一
日
前
に
農
業
改
良
助
長
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
農
業
改
良
助
長
法
（
以

下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
技
術
員
又
は
改
良
普
及
員
で
あ
っ
た
者
（
こ
の
政
令
に

よ
る
改
正
前
の
農
業
改
良
助
長
法
施
行
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
の
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
改
良
助
長
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
中
「
普
及
指
導
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
普
及
指
導
員
若
し
く
は
農
業
改
良
助
長
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
技
術
員
若
し
く
は
改
良
普
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及
員
」
と
す
る
。

２

平
成
十
七
年
四
月
一
日
前
に
旧
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
技
術
員
又
は
改
良
普
及
員
で
あ
っ
た
者
（
旧

令
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
新
令
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
令
第
三
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
中
略
）

（
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
号
ニ
、
第
十
八
条
第
一
号
ホ
及
び
第
二
十
四
条
第
一
号
ホ
中
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第

一
項
」
に
、
「
専
門
技
術
員
又
は
改
良
普
及
員
」
を
「
普
及
指
導
員
」
に
改
め
る
。

（
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

（
略
）


